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三 好 内 外 国 特 許 事 務 所
東京 虎ノ門　　京都　　　所員数　約180名　　在籍弁理士　47名　　　www.miyoshipat.co.jp

情報社会の魁となるスマート知財を開発します
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主 要 判 決 紹 介 ・ 解 説
≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（最適化された栄養処方物、それらから目的に合わせた食事を選択するための方法、およびその使用法
－補正要件違反を理由に補正却下した上で請求不成立とした拒絶審決が是認された事例）［上］（全２回）

−令和６年（行ケ）第10017号、令和７年１月21日判決言渡−

事案の概要

本件は、発明の名称を「最適化された栄養処方物、それらから目的に合わせた食事を選択するための
方法、およびその使用法」とする特許出願の拒絶査定不服審判請求（不服2022−6623号）についての審
決取消訴訟である。特許庁は、審判請求と同時にした本件補正２のうち、請求項18に係る発明の補正は、
特許請求の範囲を減縮するものでなく、その他、特許法第17条の２第５項各号のいずれを目的とするも
のでもないから本件補正２は同法同条同項に規定する要件を満たしていないと判断した。そして、特許
庁は、本件補正２を却下すると共に、本件補正１後の請求項１に係る本願発明は、引用文献１または引
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